
Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（１）水道事業
　　①　年度別目標 （単位：百万円、％）

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

④ - - - - - 3%

 改善額（料金の適正化）※１ 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 25

 改 善 額

 改 善 額（負担金の確保等）

 改 善 額（収入増額）

④ - - - - - - 1% 1% 0.50% 0.50%

 改 善 額 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 10

①

12 13 12 15 15 14 14 14 14 14

4 -1 1 -3 0 1 1 1 1 1 1 5

 改 善 額

 改 善 額

① 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 改 善 額（適正化）

 改 善 額（縮減額）

 改 善 額

1,177 1,206 1,225 1,196 1,162 1,151 1,103 1,111 1,086 1,109

　注１　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 40

30

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

②　経営状況
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

 給水人口　　　　　（千人） 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

 年間総有収水量　　（千㎥） 582 578 569 586 581 588 595 600 605 608

 公称施設能力　　（㎥／日） 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800

 １日最大配水量　（㎥／日） 2,515 2,577 2,564 3,023 2,810 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300

 最大稼働率　　　　（％） 66.18 67.82 67.47 79.55 73.95 76.32 78.95 81.58 84.21 86.84

 供給単価　　　　（円／㎥） 232.78 231.80 231.57 231.00 231.21 237.14 237.14 237.14 237.14 237.14

 給水原価　　　　（円／㎥） 235.03 244.82 241.62 243.66 245.18 246.24 246.72 247.19 247.67 248.15

③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。

＜簡易水道事業の統合を行わない理由＞
　当町の簡易水道事業は、長島簡易水道事業（S42年給水開始）と戸河内簡易水道事業（S54年給水開始）がある。平泉町内の山間地区への給水を行っており、起伏が多いので水道管の布設に際しては、ポンプの設置
での給配水が必要な地区があり、地理的に困難な状況での工事となり、施設への経費が嵩んでコスト高の経営となっている。更に、経年管の更新時期がきているので今後とも計画的に給配水管の更新の工事を計画し
ている。このような状況の中、独立採算での経営は難しく、一般会計からの繰入金は必要不可欠な財源となっている
　さらに、上水道事業においても施設の老朽化のため計画的に大規模事業を実施していく必要があるので、統合は考えていない。
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【経費の削減】
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工事コスト※２

維持管理費等

　　２　※１「改善額（料金の適正化）」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。
　　　　※２「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減（建設改良費の抑制は除く。）を記入すること。
　　３　改善額の算出方法については、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　改 善 額　　合　計

（参考）補償金免除額


